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問
申

平
成
28
年
度
児
童
ク
ラ
ブ

入
級
児
童
を
募
集
し
ま
す

　

児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
保
護
者
が
就
労
な
ど
に
よ
り
家
庭
に
い
な
い
児
童
を

対
象
に
、
適
切
な
遊
び
や
集
団
生
活
中
の
指
導
を
中
心
と
し
た
保
育
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
に
入
級
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
掲
載
内
容
お
よ
び
児
童
ク
ラ

ブ
の
し
お
り
を
ご
覧
い
た
だ
き
「
児
童
ク
ラ
ブ
入
級
申
請
書
」
に
よ
り
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
現
在
、
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
し
て
い
る
方
も
、
引
き
続

き
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
改
め
て
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
設
置
場
所
・
ク
ラ
ブ
名
・
利
用
定
員
】

【
入
級
対
象
】

【
開
級
日
】

毎
週
月
〜
土
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

【
開
級
時
間
】

①
平
日
…
放
課
後
〜
午
後
６
時

②
学
校
休
業
日
…
午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
６
時
（
夏
休
み
な
ど
長
期
休

　

業
日
は
、
午
前
７
時
30
分
〜
午
後

　

６
時
）

※
保
護
者
の
勤
務
時
間
の
関
係
で
、

午
後
６
時
ま
で
に
お
迎
え
が
で
き
な

い
場
合
は
、
最
長
午
後
７
時
ま
で
開

級
時
間
を
延
長
し
ま
す
。

※
児
童
の
お
迎
え
（
習
い
事
な
ど
含

む
）は
、保
護
者
の
責
任
に
よ
り
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
閉
級
日
】

①
国
民
の
祝
日

②
夏
期
休
日
（
８
月
13
日
〜
16
日
）

③
年
末
年
始
（
12
月
29
日
〜
翌
年
１

　

月
３
日
）

④
教
育
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
日

　
（
風
水
害
の
危
険
が
あ
る
日
な
ど
）

【
保
護
者
負
担
金
】

　

利
用
日
数
に
関
わ
ら
ず
、
月
額

４
０
０
０
円
（
８
月
の
み
６
０
０
０

【
申
込
期
間
】

　

新
年
度
入
級
受
付
期
間
は
、
１
月

25
日
㈪
〜
２
月
５
日
㈮
で
す
。

　

新
年
度
の
夏
休
み
な
ど
の
期
間
限

定
で
申
し
込
み
を
さ
れ
る
方
も
、
新

年
度
入
級
受
付
期
間
に
申
請
で
き
ま

す
。

【
申
し
込
み
方
法
】

【
申
請
書
交
付
場
所
】

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
申
請
書

類
一
式
お
よ
び
児
童
ク
ラ
ブ
の
し
お

り
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
生
涯
学
習
課
お
よ
び
各
児

童
ク
ラ
ブ
に
も
申
請
書
を
用
意
し
て

い
ま
す
。

【
申
込
先
】

　

生
涯
学
習
課
（
伊
奈
庁
舎
敷
地
内

教
育
委
員
会
棟
）、
各
児
童
ク
ラ
ブ

※
伊
奈
庁
舎
・
谷
和
原
庁
舎
・
学
校
・

幼
稚
園
・
保
育
所
で
は
、
受
け
付
け

を
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

【
入
級
決
定
】

　

入
級
審
査
は
、
申
し
込
み
順
で
は

な
く
、
申
請
書
類
の
内
容
（
家
庭
状

況
な
ど
）
を
考
慮
し
、
3
月
上
旬
ま

で
に
決
定
（
許
可
・
不
許
可
）
の
通

知
を
送
付
し
ま
す
。

※
不
許
可
に
な
っ
た
場
合
は
、
傷
害

保
険
料
は
返
金
し
ま
す
。

　

保
護
者
が
就
労
な
ど
に
よ
り
昼
間

家
庭
に
い
な
い
、
小
学
校
に
就
学
し

て
い
る
児
童

設置場所 クラブ名 利用定員

小絹小学校
小絹小第１児童クラブ 40人程度
小絹小第２児童クラブ 40人程度
小絹小第３児童クラブ 40人程度

谷原小学校 谷原小児童クラブ 40人程度

谷井田小学校
谷井田小第１児童クラブ 35人程度
谷井田小第２児童クラブ 35人程度

板橋小学校
板橋小第１児童クラブ 35人程度
板橋小第２児童クラブ 35人程度
板橋小第３児童クラブ 35人程度

豊小学校 豊小児童クラブ 40人程度
小張小学校 小張小児童クラブ 40人程度
三島小学校 三島小児童クラブ 35人程度
谷和原公民館 十和分館 十和児童クラブ 40人程度

陽光台小学校

陽光台小第１児童クラブ 40人程度
陽光台小第２児童クラブ 40人程度
陽光台小第３児童クラブ 40人程度
陽光台小第４児童クラブ 40人程度

　

平
成
28
年
度
の
設
置
場
所
、
ク
ラ

ブ
名
、
お
お
む
ね
の
利
用
定
員
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

円
、
期
間
限
定
の
利
用
も
同
額
）

※
夏
休
み
の
７
月
、冬
休
み
の
12
月
、

１
月
、
春
休
み
の
３
月
、
４
月
の
期

間
限
定
（
長
期
休
業
日
）
で
入
級
す

る
児
童
は
、
各
月
２
０
０
０
円

※
同
一
世
帯
の
児
童
が
、
通
年
で
２
人

以
上
同
時
に
入
級
し
て
い
る
児
童
の
２

人
目
以
降
は
、
半
額
と
な
り
ま
す
。

※
教
育
委
員
会
が
認
定
す
る
要
保

護
・
準
要
保
護
世
帯
に
該
当
す
る
場

合
に
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
保
護
者
負
担
金
の
ほ
か
、
お
や
つ

代
（
月
額
２
５
０
０
円
）、
傷
害
保

険
料
（
年
額
８
０
０
円
（
※
手
数
料

別
途
））
を
す
べ
て
の
方
に
納
付
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
児
童
ク
ラ
ブ
入
級
申
請
書
」
に

記
入
し
、
65
歳
未
満
の
同
居
家
族
全

員
の
「
勤
務
証
明
書
」
ま
た
は
「
自

営
業
申
立
書
」
と
と
も
に
傷
害
保
険

料
（
年
額
８
０
０
円
）
を
添
え
て
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
傷
害
保
険
料
は
、
途
中
で
退
級
し

た
場
合
で
も
返
金
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。


